 　  年    　月  　  日
三幸株式会社
	C．　前職収入確認書
  当社で年末調整を行う場合、以前お勤めの会社から交付された『本年分の「給与所得の源泉徴収票」』の提出をしていただく必要があります。
  前職の収入があるにも拘らず、源泉徴収票を提出されない場合は、前職収入不明のため当社で年末調整ができません。その場合は、個人で確定申告をすることになりますのでご承知おき下さい。
  また本年中(1月～12月迄の期間)に当社以外で給与所得がなかった方も、該当欄に○をつけてご提出くださるようお願い申し上げます。
	記
◎社員番号 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎氏名 ：　
◎現場名　 ：　
◎現在収入確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①現在、別の会社から給与の支払いを受けている。給与所得の源泉徴収票添付位置　　　　　　

　【　　はい　　・　　いいえ　　】
　　　　　　　　　 ◎前職収入確認へお進みください。
［税額表 甲欄適用］　※［税額表 甲欄適用］の場合は、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」もご提出ください。

　　　　　　
②【　はい　】と答えた方のみ、お答えください。
その中で、三幸（株）を
【　　本業とする　［税額表 甲欄適用］　　　・　　副業とする　［税額表 乙欄適用］　　】
　
【　本業とする　】と答えた方のみ、◎前職収入確認へお進みください。

◎前職収入確認　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①本年1月から三幸（株）に入社するまでに、別の会社から給与の支払いを受けたことがある。
　（12/11～12/31の期間に入社された方は、翌年1月以降に給与の支払いがある。）
　【　　　はい　　・　　いいえ　　】[bookmark: _GoBack]◆【　いいえ　】と答えた方
給与の支払いを受けていないが、他に所得がある方は、その所得の種類（退職所得を除く）や金額により、確定申告が必要になる場合があります。
◆【 はい 】と答えた方
以前お勤めの会社から交付された『本年分の「給与所得の源泉徴収票」』を右側に添付してください。複数ある場合は、全て添付してください。（退職年月日・会社名が未記入のもの、コピーは不可）
※年末調整までに提出が間に合わない場合、
本年は確定申告となります。


　★2か所以上から給与の支払いを受ける場合、そのうち1か所の会社でしか年末調整を受けることができません。
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